
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シリコンウェハの一主面を複数個の区画に区分するとともに、該各区画の内側で隣接する
区画との境界部近傍に複数個のバリアメタル層を被着させ、該バリアメタル層の存在しな
い領域にパッシベーション層を被着させる工程と、
前記境界部の幅方向の両端に位置するパッシベーション層を境界部に沿って帯状に除去す
ることで隣接する区画間に一対の溝を形成する工程と、
前記バリアメタル層上から一対の溝間に位置するパッシベーション層上にかけて半田ペー
ストを孔版印刷にて印刷・塗布し、これをリフローすることによってバリアメタル層上に
半田バンプを形成する工程と、
前記シリコンウェハを一対の溝間でダイシングし、シリコンウェハを区画毎に分割するこ
とにより複数個のフリップチップ型ＩＣを得る工程と、を含むフリップチップ型ＩＣの製
造方法。
【請求項２】
前記溝の幅が５μｍ～３０μｍであることを特徴とする請求項１に記載のフリップチップ
型ＩＣの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、回路基板へのフェースダウンボンディングに用いられるフリップチップ型ＩＣ
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の製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、回路パターンを有した回路基板の上面に、ＩＣをフェースダウンボンディング
すること、即ち、ＩＣの集積回路が形成された面を回路基板と対向させた状態でＩＣを回
路基板上に実装することが行なわれている。
【０００３】
かかるフェースダウンボンディングに用いられるＩＣはフリップチップ型ＩＣと呼ばれ、
その端子を回路基板上の回路パターンに対し半田を介して接続させるようにしたものが一
般的であった。
【０００４】
このような従来のフリップチップ型ＩＣとしては、例えば図４に示す如く、集積回路が設
けられているシリコン基板２１の一主面に、ニッケル等から成る複数個のバリアメタル層
２２を、またバリアメタル層２２の存在しない領域に窒化珪素等から成るパッシベーショ
ン層２３をそれぞれ被着させるとともに、バリアメタル層２２上に略球状の半田バンプ２
４を選択的に形成した構造のものが知られており、かかるフリップチップ型ＩＣを回路基
板上に実装する場合は、フリップチップ型ＩＣの半田バンプ２４が回路基板上の対応する
回路パターンと対向するようにしてフリップチップ型ＩＣを回路基板上に載置させ、しか
る後、半田バンプ２４を高温で加熱・溶融させることによってフリップチップ型ＩＣのバ
リアメタル層２２が回路基板上の回路パターンに半田接合される。
【０００５】
そして上述のフリップチップ型ＩＣは、通常、複数個の区画に区分されたシリコンウェハ
を、隣接する区画間に形成されたスクライブラインに沿ってダイシングすることで一度に
複数個のフリップチップ型ＩＣを製造する“複数個取り”の手法により製作されている。
【０００６】
この“複数個取り”では、まず、
（１）シリコンウェハの一主面を複数個の区画に区分するとともに、該各区画の内側で隣
接する区画との境界部近傍に複数個のバリアメタル層２２を、該バリアメタル層２２の存
在しない領域にパッシベーション層２３をそれぞれ被着させ、
（２）次に前記境界部に位置するパッシベーション層２３を境界部に沿って帯状に除去す
ることで隣接する区画間に溝状のスクライブラインを幅広に形成し、
（３）次にバリアメタル層２２上に、従来周知のスクリーン印刷等によって半田ペースト
を印刷・塗布し、更にこれをリフローすることによってバリアメタル層２３上に半田バン
プ２４を形成し、
（４）最後にシリコンウェハをスクライブラインに沿ってダイシングし、シリコンウェハ
を区画毎に分割することによって複数個のフリップチップ型ＩＣが同時に得られる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来のフリップチップ型ＩＣにおいては、バリアメタル層２２が
スクライブラインの近傍に配されていることから、その製造に際してバリアメタル層２２
上に半田ペーストを塗布したとき、半田ペーストの一部がスクライブラインの内部に流れ
込んでしまうことがある。その場合、半田ペーストの塗布量が大となってバリアメタル層
２２上に設けられる半田バンプ２４の体積が過度に大きくなる不都合があり、かかるフリ
ップチップ型ＩＣを回路基板上に搭載した場合、半田バンプ２４の体積バラツキに起因し
たフリップチップ型ＩＣの搭載不良が誘発される欠点を有していた。
【０００８】
本発明は上記欠点に鑑み案出されたもので、その目的は、バリアメタル層上に所望する体
積の半田バンプを形成することにより、回路基板上へ良好にフェースダウンボンディング
することができるフリップチップ型ＩＣを得ることが可能なフリップチップ型ＩＣの製造
方法を提供することにある。
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【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明のフリップチップ型ＩＣの製造方法は、シリコンウェハの一主面を複数個の区画に
区分するとともに、該各区画の内側で隣接する区画との境界部近傍に複数個のバリアメタ
ル層を被着させ、該バリアメタル層の存在しない領域にパッシベーション層を被着させる
工程と、前記境界部の幅方向の両端に位置するパッシベーション層を境界部に沿って帯状
に除去することで隣接する区画間に一対の溝を形成する工程と、前記バリアメタル層上か
ら一対の溝間に位置するパッシベーション層上にかけて半田ペーストを孔版印刷にて印刷
・塗布し、これをリフローすることによってバリアメタル層上に半田バンプを形成する工
程と、前記シリコンウェハを一対の溝間でダイシングし、シリコンウェハを区画毎に分割
することにより複数個のフリップチップ型ＩＣを得る工程と、を含むことを特徴とするも
のである。
【００１０】
また本発明のフリップチップ型ＩＣの製造方法は、前記溝の幅が５μｍ～３０μｍである
ことを特徴とするものである。
【００１１】
本発明のフリップチップ型ＩＣの製造方法によれば、シリコンウェハ一主面の隣接する区
画間に、パッシベーション層の一部を除去して一対の溝を形成し、この２つの溝間でシリ
コンウェハをダイシングすることによってフリップチップ型ＩＣを多数個取りするように
したことから、半田バンプの形成にあたってバリアメタル層上に半田ペーストを塗布した
際、半田ペーストの一部が区画の外側へ向かって流れようとしても、その流れは隣接する
区画間に設けた一対の溝のうち手前の溝によって良好に堰き止められ、半田ペーストが溝
よりも外側へ拡がろうとするのを有効に防止することができる。従って、各バリアメタル
層上に塗布される半田ペーストの体積は略等しく制御されるようになり、半田バンプの大
きさも略一定として、回路基板へのフェースダウンボンディングに必要な所望体積の半田
バンプを備えたフリップチップ型ＩＣを得ることができるようになる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を添付図面に基づいて詳細に説明する。
図１は本発明の製造方法によって製作したフリップチップ型ＩＣの断面図であり、図中の
１はシリコン基板、２は回路パターン、３はバリアメタル層、４はパッシベーション層、
５は半田バンプである。
【００１３】
前記シリコン基板１は、単結晶シリコンから成り、その一主面には半導体素子（図示せず
）やアルミニウム等から成る回路パターン２が高密度に形成され、この回路パターン２上
には複数個のバリアメタル層３が、またバリアメタル層３の存在しない領域にはパッシベ
ーション層４がそれぞれ被着・形成されている。
【００１４】
前記シリコン基板１は、半導体素子や回路パターン２，バリアメタル層３，パッシベーシ
ョン層４等を支持するための支持母材として機能するものである。
【００１５】
また前記シリコン基板１上のバリアメタル層３は、例えば、シリコン基板１側から亜鉛（
Ｚｎ）、ニッケル（Ｎｉ）及び金（Ａｕ）を順次積層させた３層構造を有し、フリップチ
ップ型ＩＣを回路基板上に実装する際、バリアメタル層３上に設けられる半田バンプ５の
溶融に伴って回路パターン２を形成するアルミニウム等に半田食われが生じるのを有効に
防止する作用を為す。
【００１６】
尚、前記バリアメタル層３の厚みは、全体で例えば１μｍ～４μｍに設定される。
【００１７】
一方、前記パッシベーション層４は、シリコン基板一主面の半導体素子や回路パターン２

10

20

30

40

50

(3) JP 3694679 B2 2005.9.14



を大気と良好に遮断することで、半導体素子や回路パターン２が大気中に含まれている水
分等の接触により腐食されるのを有効に防止するためのものであり、例えば、窒化珪素（
Ｓｉ 3Ｎ 4）等の封止性に優れた電気絶縁材料により形成され、その厚みは例えば０．５μ
ｍ～１．５μｍに設定される。
【００１８】
そして、先に述べたバリアメタル層３の各上面には略球状の半田バンプ５が個々に形成さ
れる。
前記半田バンプ５は、錫（Ｓｎ）と銀（Ａｇ）と銅（Ｃｕ）とを９６．５：３．０：０．
５の比率で溶融・固化させた金属接合用の合金であり、フリップチップ型ＩＣを回路基板
上に実装する際、炉の中で加熱されることによって溶融し、フリップチップ型ＩＣを回路
基板上にフェースダウンボンディングする際、フリップチップ型ＩＣの回路パターン２と
回路基板上の回路パターンとを半田接合させるようになっている。
【００１９】
尚、上述した半田バンプ５やパッシベーション層４の表面には、図示しないロジン系のフ
ラックス等が薄く被着され、このフラックスによって、回路基板に対する半田付けの際、
金属表面が清浄され、金属表面が酸化膜の存在しない良好な状態に維持される。
【００２０】
かくして上述したフリップチップ型ＩＣは、その一主面に設けられている多数の半田バン
プ５が回路基板上の対応する回路パターンと対向するようにして回路基板上に載置させ、
しかる後、半田バンプ５を高温で加熱・溶融させるとともに、該溶融した半田を回路基板
上の回路パターン等に半田接合させることによって回路基板上に実装される。
【００２１】
次に上述したフリップチップ型ＩＣの製造方法について図２及び図３を用いて説明する。
【００２２】
（１）まずシリコンウェハ１ａを準備し、その一主面に、図２（ａ）に示す如く、半導体
素子や回路パターン２，パッシベーション層４等をそれぞれ形成する。
【００２３】
前記シリコンウェハ１ａは、まず従来周知のチョコラルスキー法（引き上げ法）等によっ
て単結晶シリコンのインゴット（塊）を形成し、これを所定厚みにスライスした上、表面
を研磨することによって製作される。
【００２４】
かかるシリコンウェハ１ａは、その一主面が、後述する一対の溝７ａ，７ｂによって、マ
トリクス状に配された複数個の区画に区分されるようになっており、各区画内に上述した
半導体素子、回路パターン２及びパッシベーション層４がそれぞれ形成される。
【００２５】
また前記シリコンウェハ１ａの一主面上に設けられる半導体素子及び回路パターン２は従
来周知の半導体製造技術、薄膜形成技術、フォトエッチング技術等を採用することによっ
てシリコンウェハ１ａの一主面に高密度にパターン形成される。
【００２６】
一方、前記パッシベーション層４は、従来周知の薄膜形成技術、例えば、真空蒸着法やス
パッタリング法等を採用し、シリコンウェハ１ａの一主面全域にわたり窒化珪素等の電気
絶縁材料を例えば２μｍ～５μｍの厚みに被着させることによって形成される。
【００２７】
（２）次に図２（ｂ）に示す如く、前記パッシベーション層４を従来周知のフォトリソグ
ラフィー及びエッチング技術を採用することによって所定パターンに加工する。
【００２８】
前記パッシベーション層４は、後述するバリアメタル層３の形成部位に穴あけを行うとと
もに、隣接する区画間で境界部の幅方向両端部を帯状にエッチング除去することによって
パターン形成され、これによってパッシベーション層４には、隣接する区画間の境界部に
沿った一対の溝７ａ，７ｂ（図３参照）と、バリアメタル層３の形成部位に複数個の開口
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とがそれぞれ形成される。
【００２９】
このようなパッシベーション層４の溝７ａ，７ｂは、その幅寸法が例えば５μｍ～３０μ
ｍに設定され、この２つの溝７ａ，７ｂ間には３０μｍ～９０μｍの間隔が設けられる。
【００３０】
（３）次に上述したパッシベーション層４の開口の内側にバリアメタル層３を形成する。
【００３１】
前記バリアメタル層３は、従来周知の無電解めっき等を採用し、開口の内側に露出した回
路パターン２上にＺｎ、Ｎｉ及びＡｕを順次被着させることによって全体が略円柱状をな
すように形成される。
【００３２】
尚、このようなバリアメタル層３は、その多くが隣接する区画との境界部近傍に該境界部
に沿って配置されることとなる。
【００３３】
（４）次に図２（ｃ）に示す如く、半田ペースト５’を孔版印刷にてバリアメタル層３上
に印刷・塗布し、これをリフローする。
【００３４】
前記半田ペースト５’としては、粒径２μｍ～１２μｍの多数の半田粒子にロジン系フラ
ックス、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）等の有機溶剤を添加・混合して、所定の粘度
に調整したものが用いられ、また孔版印刷に用いる孔版としては、例えばステンレス鋼等
で形成されたメタルマスク等が用いられる。かかる孔版には、バリアメタル層３のパター
ンに対応して、該パターンよりも一回り大きく形成された複数個のパターン孔が形成され
ており、これらのパターン孔は従来周知のフォトエッチングやレーザー加工等を採用する
ことによって高精度に穿設される。
【００３５】
前記半田ペースト５’をシリコンウェハ１ａ上に塗布する際は、まず（３）の工程で得た
バリアメタル層付のシリコンウェハ１ａを孔版印刷機のステージに載置・固定し、次に上
述の孔版を、個々のパターン孔が対応するバリアメタル層３上に位置するようにしてシリ
コンウェハ１ａ上に配設し、しかる後、孔版上に配置されたスキージを半田ペースト５’
と共に移動させることにより半田ペースト５’が孔版のパターン孔を介してバリアメタル
層３上からその周辺、具体的には、バリアメタル層３上から一対の溝７ａ，７ｂ間に位置
するパッシベーション層４上にかけて印刷・塗布される。
【００３６】
ここで、シリコンウェハ１ａ上に塗布した半田ペースト５’の一部が区画の外側へ向かっ
て流れようとしても、その流れは手前の溝７ａ（もしくは７ｂ）によって良好に堰き止め
られ、半田ペースト５’が手前の溝７ａ（もしくは７ｂ）よりも外側へ拡がろうとするの
を有効に防止することができる。
【００３７】
また上記半田ペースト５’のリフローは、例えば２３０℃～２６０℃の温度で行なわれ、
これによって半田ペースト５’中の有機溶剤が蒸発するとともに半田粒子同士が相互に溶
融・結合し、各バリアメタル層３上に図２（ｄ）に示す如き略球状の半田バンプ５が形成
される。
【００３８】
これにより、シリコンウェハ１ａの一主面上には、回路基板へのフェースダウンボンディ
ングに必要な所望体積の半田バンプ５が形成されることとなる。
【００３９】
（５）そして最後に、図２（ｅ）に示す如く、シリコンウェハ１ａを一対の溝７ａ、７ｂ
間でダイシングする。
【００４０】
このダイシングは、例えば、回転可能に支持されたダイヤモンドブレードを具備するカッ
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ティング装置等を用いて行なわれ、これによりシリコンウェハ１ａが区画毎に分割されて
、複数個のフリップチップ型ＩＣが同時に得られる。
【００４１】
尚、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
において種々の変更、改良等が可能である。
【００４２】
例えば、上述の実施形態においては、孔版としてメタルマスクを用いるようにしたが、こ
れに代えて、ポリエステル樹脂等で形成された他のスクリーン版を用いても構わない。
【００４３】
【発明の効果】
本発明のフリップチップ型ＩＣの製造方法によれば、シリコンウェハ一主面の隣接する区
画間に、パッシベーション層の一部を除去して一対の溝を形成し、この２つの溝間でシリ
コンウェハをダイシングすることによってフリップチップ型ＩＣを多数個取りするように
したことから、半田バンプの形成にあたってバリアメタル層上に半田ペーストを塗布した
際、半田ペーストの一部が区画の外側へ向かって流れようとしても、その流れは隣接する
区画間に設けた一対の溝のうち手前の溝によって良好に堰き止められ、半田ペーストが溝
よりも外側へ拡がろうとするのを有効に防止することができる。従って、各バリアメタル
層上に塗布される半田ペーストの体積は略等しく制御されるようになり、半田バンプの大
きさも略一定として、回路基板へのフェースダウンボンディングに必要な所望体積の半田
バンプを備えたフリップチップ型ＩＣを得ることができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の製造方法によって製作したフリップチップ型ＩＣの断面図である。
【図２】（ａ）～（ｅ）は半田バンプ５の形成方法を説明するための工程毎の断面図であ
る。
【図３】本発明の製造方法に用いられるシリコンウェハ１ａの平面図である。
【図４】従来のフリップチップ型ＩＣの断面図である。
【符号の説明】
１・・・シリコン基板
１ａ・・・シリコンウェハ
２・・・回路パターン
３・・・バリアメタル層
４・・・パッシベーション層
５・・・半田バンプ
５’・・・半田ペースト
７ａ、７ｂ・・・一対の溝
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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